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船舶事故調査報告書 

 

                              平成２６年１月９日 

                      運輸安全委員会（海事専門部会）議決 

                         委   員  横 山 鐵 男（部会長） 

                         委   員  庄 司 邦 昭 

                         委   員  根 本 美 奈 

 

事故種類 衝突 

発生日時 平成２５年４月２３日 ０７時２０分ごろ 

発生場所 鹿児島県いちき串木野
く し き の

市串木野港西方沖 

いちき串木野市所在の薩摩沖ノ島灯台から真方位１３０°１.０海

里（Ｍ）付近 

（概位 北緯３１°４３.８′ 東経１３０°１１.７′） 

事故調査の経過 平成２５年５月８日、本事故の調査を担当する主管調査官（門司事

務所）ほか１人の地方事故調査官を指名した。 

  原因関係者から意見聴取を行った。 

事実情報 

 船種船名、総トン数 

 船舶番号、船舶所有者等 

 Ｌ×Ｂ×Ｄ、船質 

 機関、出力、進水等 

 

Ａ  押船  第十八天
てん

翔
しょう

丸、１９トン 

     ２９３－２９４２３熊本、株式会社村上工業 

     １３.５０ｍ×５.５０ｍ×１.９０ｍ、鋼 

     ディーゼル機関、４３３.９６kＷ、平成７年４月 

Ｂ 作業台船 八
はっ

光
こう

一号、約５３０トン 

   なし、株式会社村上工業 

   ４０.００ｍ×１５.００ｍ×２.５０ｍ、鋼 

   機関なし、昭和５４年（建造年） 

Ｃ  漁船  やえ丸、０.６２トン 

      ＫＧ３－３０１１１（漁船登録番号）、個人所有 

      ３.８３ｍ（Lr）×１.２８ｍ×０.５８ｍ、ＦＲＰ 

      ガソリン機関、６kＷ、昭和５３年７月 

 乗組員等に関する情報 Ａ  船長Ａ 男性 ４５歳 

     一級小型船舶操縦士・特殊小型船舶操縦士・特定 

        免許登録日  平成６年３月１０日 

        免許証交付日  平成２１年９月１０日 

                      （平成２６年９月９日まで有効） 

Ｃ  船長Ｃ 男性 ７０歳 

     一級小型船舶操縦士・特殊小型船舶操縦士・特定 

        免許登録日  昭和４９年１１月２０日 

        免許証交付日  平成２１年６月１０日 

                      （平成２６年１２月２１日まで有効） 

 死傷者等 なし 
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 損傷 Ａ なし 

Ｂ  船首部左舷外板に擦過傷 

Ｃ  左舷中央部に破口、マストに曲損、魚群探知機及び船外機に濡損 

 事故の経過 Ａ船は、船長Ａ及び甲板員Ａが乗り組み、Ｂ船責任者を乗せ、船首

に回転式クレーン及び船尾両舷にスパッドを備えたＢ船の船尾嵌
かん

合
ごう

部

にＡ船船首を油圧シリンダー等で固定して全長が約５０ｍとなるＡ船

押船列を構成し、約６ノットの対地速力で串木野港西方沖を北西進し

た。 

船長Ａは、Ｂ船責任者及び甲板員Ａを操舵室での見張りに充て、Ｂ

船責任者及び甲板員Ａも見張りをしているので、他船を教えてくれる

と思い、見張りを行いながら、手動操舵で航行した。 

Ｃ船は、船長Ｃが１人で乗り組み、平成２５年４月２３日０７時ご

ろ薩摩沖ノ島南東方沖で船首を東に向けて投錨し、甲いか一本釣り漁

の操業を行っていた。 

船長Ｃは、投錨後、南東方からＣ船に向かって接近するＡ船押船列

に気付いたが、そのうちＣ船を避けるだろうと思い、操業を続けた。 

船長Ｃは、ときどき顔を上げてＡ船押船列を確認していたが、Ａ船

押船列に避航する様子が見られず、距離約１００ｍになり、Ｃ船の船

首寄りに接近するので、後進で少し下がれば、衝突を避けられると思

い、船外機を起動して後進としたが、チョークの操作不良ですぐに止

まり、どうすることもできなかった。 

Ｃ船は、０７時２０分ごろ、薩摩沖ノ島灯台から真方位１３０°

１.０Ｍ付近において、Ｃ船の右舷中央部とＢ船左舷船首の角が衝突

し、右舷側に転覆して船長Ｃが落水した。 

船長Ｃは、Ａ船押船列の左舷側に浮かんだので、船底に巻き込まれ

ないようにＢ船の左舷外板を手で押してＡ船押船列をやりすごし、転

覆したＣ船の船底にはい上がり、防水型の携帯電話で親族に対し、衝

突したＢ船の船尾にスパッドがある押船列であることや衝突場所など

の連絡を行い、親族の船で救助された。 

船長Ａは、衝突したことを知らずに北上していたが、海上保安庁の

ヘリコプターに発見され、Ａ船押船列を串木野港に回航するよう、指

示された。 

（付図１  事故発生経過概略図  参照） 

 気象・海象 

 

気象：天気 曇り、風向 東、風力 ２、視界 良好 

海象：海上平穏、潮汐 下げ潮の初期 

 その他の事項 

 

船長Ａは、本事故の発生を知らなかったが、Ｂ船左舷船首に残って

いたペイント片が、Ｃ船の船体塗料と一致したことなどから、Ａ船押

船列がＣ船と衝突したことを認めた。 

船長ＡはＡ船押船列を移動させているときの責任者であり、Ｂ船責

任者はＡ船押船列が停泊して作業するときの責任者であった。 
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船長Ｃは、救命胴衣を着用していたので、落水しても浮いており、

衝突したＢ船の状況などを親族に連絡し、親族から海上保安庁にＢ船

の状況などが伝えられ、衝突して３０分ほどでヘリコプターが、Ａ船

押船列を発見した。 

船長Ｃは、本事故発生場所が親族もよく知っている魚礁付近である

ことを親族に連絡し、親族は、船長Ｃを早期に救助することができ

た。 

船長Ｃは、衝突でＣ船が右舷側に転覆し、その後、左舷外板にＢ船

左舷船首が衝突したので、左舷外板に破口が生じたと思った。 

Ｃ船は、有効な音響信号ができる装備がなかった。 

分析 

 乗組員等の関与 

 船体・機関等の関与 

 気象・海象の関与 

 判明した事項の解析 

 

Ａ  あり、Ｃ  あり 

Ａ  なし、Ｃ  なし 

Ａ  なし、Ｃ  なし 

Ａ船押船列は、串木野港西方沖を北西進中、船長Ａが、Ｂ船責任者

及び甲板員Ａも見張りをしているので、他船を教えてくれると思い、

見張りを適切に行っていなかったことから、Ｃ船に気付かず、Ａ船押

船列のＢ船とＣ船が衝突したものと考えられる。 

Ｃ船は、串木野港西方沖で錨泊して操業中、船長Ｃが、Ａ船押船列

の接近を認めていたが、Ａ船押船列がそのうち避航するものと思い、

Ａ船押船列が約１００ｍに接近して避けようとしたことから、Ｃ船と

Ａ船押船列のＢ船が衝突したものと考えられる。 

原因 本事故は、串木野港西方沖において、Ａ船押船列が北西進中、Ｃ船

が錨泊して操業中、船長Ａが見張りを適切に行っておらず、また、船

長ＣがＡ船押船列が約１００ｍに接近して避けようとしたため、Ａ船

押船列のＢ船とＣ船が衝突したことにより発生したものと考えられ

る。 

参考 今後の同種事故等の再発防止に役立つ事項として、次のことが考え

られる。 

・船橋当直者は、常に視覚、聴覚及びそのときの状況に適した他の

手段により、適切に見張りを行うこと。 

・錨泊中、他の船舶が自船に向首して来ることを認めた場合、早期

に衝突防止のための措置を講じること。 

・汽笛を備えていない小型漁船は、他船に注意喚起をするため、有

効な音響による信号を行うことができる号笛や携帯式エアフォー

ンなどを備えておくこと。 
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付図１ 事故発生経過概略図 

 


